
あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク設置要領（案） 

 

（ネットワークの参加者） 

第１条 あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク設置要綱（以下「設置要綱」とい

う。）第２条第１項の参加者は、別表１のとおりとする。 

 

（調整会議の構成員） 

第２条 設置要綱第５条第２項に規定する調整会議の構成員は、別表２のとおり

とする。 

 

（ワーキンググループの構成員等） 

第３条 設置要綱第６条第１項の規定により、専門の事項を検討するため、次の

各号のワーキンググループを設置する。 

（１）需要創出ワーキンググループ 

（２）充電インフラワーキンググループ 

（３）普及啓発ワーキンググループ 

（４）効果評価ワーキンググループ 

２ 前項各号のワーキンググループの構成員は、別表３のとおりである。 

３ 需要創出ワーキンググループは、ＥＶ・ＰＨＶの需要の創出に関する事項に

ついて検討する。 

４ 充電インフラワーキンググループは、充電インフラの整備促進に関する事項

について検討する。 

５ 普及啓発ワーキンググループは、ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発に関する事項につ

いて検討する。 

６ 効果評価ワーキンググループは、効果評価に関する事項について検討する。 

 

（その他） 

第４条 この要領に定めるもののほか、ネットワークの参加者及び調整会議の運

営その他必要な事項は、調整会議の座長が定め、ワーキンググループの運営そ

の他必要な事項は、第３条第１項各号のワーキンググループの班長が定める。 

 

 附 則 

この要領は、平成２１年４月２３日から施行する。 

    （中略） 

附 則 

この要領は、平成３０年８月１日から施行する。

資料１ 



あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク参加者（要領第１条関係） 

 

区     分 参   加   者 

電力会社（１）  中部電力株式会社 

  自動車メーカー（５） 

  トヨタ自動車株式会社 
 三菱自動車工業株式会社 
 日産自動車株式会社 
 トヨタ車体株式会社 
 本田技研工業株式会社 

 自治体（１２） 

  名古屋市 
  豊橋市 

岡崎市 
刈谷市 

 豊田市 
 安城市 
 蒲郡市 
 新城市 
 蟹江町 
 幸田町 
 田原市 
 長久手市 

事業者（７４） 

メーカー関係（２６） 

  株式会社デンソー 
 株式会社豊田自動織機 
 パナソニック株式会社エコソリューションズ社 
 日東工業株式会社 
 株式会社トヨタタービンアンドシステム 
 株式会社東光高岳 
 株式会社高砂製作所 
 菊水電子工業株式会社 
 日本ユニシス株式会社 
 ニチコン株式会社 
 株式会社三機工業所 
 サンワコムシスエンジニアリング株式会社 
 加藤電機株式会社 
 日本電気株式会社 
 株式会社パトライト 
 株式会社日立製作所 
 愛知電機株式会社 
 河村電器産業株式会社 
 株式会社クリエイト・プロ 
 株式会社ＬＩＸＩＬ 
 シンフォニアテクノロジー株式会社 
 富士通株式会社 
 株式会社日立アイイーシステム 
 ＪＦＥテクノス株式会社 
 新明工業株式会社 
 四国化成工業株式会社 

 商社関係（３） 
 豊田通商株式会社 

三井物産株式会社 
住友商事株式会社 

別表１ 



 

 小売関係（８） 

株式会社大丸松坂屋百貨店 
ユニー株式会社 
株式会社エディオン 
株式会社ファミリーマート 
株式会社ローソン 
株式会社ヤクルト本社 
愛知中央ヤクルト販売株式会社 
イオンリテール株式会社 

通信・システム関係（４） 

 ＫＤＤＩ株式会社 
 株式会社ＮＴＴデータ 
 パナソニックシステムネットワークス株式会社 

システムソリューションズジャパンカンパニー中部社
 トヨタコネクティッド株式会社 

カーシェアリング関係（１）  オリックス自動車株式会社 

 自動車等販売関係（４） 

 中部三菱自動車販売株式会社 
 株式会社ホワイトハウス 
 株式会社アイカーズ 
 株式会社名鉄ＡＵＴＯ 

 駐車場関係（６） 

 名鉄協商株式会社 
株式会社エンゼルパーク 

 パーク２４株式会社 
 日建開発株式会社 
 株式会社日本駐車場サービス 
 ジャンボパーキング 

カーリース関係（３） 
 株式会社中電オートリース 
 住友三井オートサービス株式会社 

三菱オートリース株式会社 

電気・通信工事関係（３） 
株式会社トーエネック 
株式会社日本総合施設 
株式会社シーテック 

ガソリンスタンド関係（１） 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア 

郵便関係（１） 日本郵便株式会社 

 空港関係（１）  中部国際空港株式会社 

 鉄道関係（１）  名古屋鉄道株式会社 

 レンタル・リース関係（１）  オリックス・レンテック株式会社 

 製薬関係（１）  田辺三菱製薬株式会社 

 宿泊・旅行関係（２） 
 株式会社ＪＴＢ中部 
 株式会社ナゴヤキャッスル 

 建設・不動産関係（４） 

 株式会社大京 名古屋支店 
 ＪＦＥシビル株式会社 
 三交不動産株式会社 
 トヨタホーム株式会社 

 金融・保険関係（３） 
 瀬戸信用金庫 
 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
 株式会社日本政策投資銀行 

 飲食店関係（１）  株式会社サガミチェーン 



 団体（２） 
 中部百貨店協会 
 名古屋駐車場案内システム協会 

  愛知県（１） 愛知県 

（備考）議長は、愛知県環境部長が担当する。



                                                             別表２ 

 

あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク調整会議構成員（要領第２条関係） 

 

区     分 構   成   員 

電力会社（１）  中部電力株式会社 

  自動車メーカー（５） 

  トヨタ自動車株式会社 

 三菱自動車工業株式会社 

 日産自動車株式会社 

 トヨタ車体株式会社 

 本田技研工業株式会社 

 自治体（４） 

  名古屋市 

  岡崎市 

 豊田市 

 安城市 

 事業者（１０） 

メーカー関係（３） 

  株式会社デンソー 

 株式会社豊田自動織機 

 パナソニック株式会社エコソリューションズ社 

 商社関係（２） 
 豊田通商株式会社 

三井物産株式会社 

 小売関係（２） 
ユニー株式会社 

株式会社ファミリーマート 

 通信関係（１）  ＫＤＤＩ株式会社 

 カーシェアリング関係（１）  オリックス自動車株式会社 

 駐車場関係（１）  名鉄協商株式会社 

 団体（１）  中部百貨店協会 

  愛知県（１） 愛知県 

（備考）座長は、愛知県地球温暖化対策監が担当する。 

 

 



別表３ 

 

あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク需要創出ワーキンググループ 

（要領第３条第２項関係） 

 

 構成員は、活動開始時に決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク充電インフラワーキンググループ 

（要領第３条第２項関係） 

 

区     分 構   成   員 

電力会社（１）  中部電力株式会社 

  自動車メーカー（３） 

  トヨタ自動車株式会社 

 日産自動車株式会社 

 本田技研工業株式会社 

 自治体（１） 豊田市 

 事業者（６） 

メーカー関係（３） 

 株式会社デンソー 

株式会社豊田自動織機 

パナソニック株式会社エコソリューションズ社 

 商社関係（１）  豊田通商株式会社 

 小売関係（１）  株式会社ファミリーマート 

 通信関係（１）  ＫＤＤＩ株式会社 

  愛知県（１） 愛知県 

（備考）班長は、愛知県地球温暖化対策課長が担当する。 



あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク普及啓発ワーキンググループ構成員 

（要領第３条第２項関係） 

 

区     分 構   成   員 

電力会社（１）  中部電力株式会社 

  自動車メーカー（３） 

  トヨタ自動車株式会社 

 三菱自動車工業株式会社 

 本田技研工業株式会社 

 自治体（４） 

  名古屋市 

  岡崎市 

 豊田市 

 安城市 

 事業者（２） 
メーカー関係（１）  株式会社豊田自動織機 

 商社関係（１）  豊田通商株式会社 

 団体（１）  中部百貨店協会 

  愛知県（１） 愛知県 

（備考）班長は、愛知県地球温暖化対策課長が担当する。 

 

あいちＥＶ・ＰＨＶ普及ネットワーク効果評価ワーキンググループ 

（要領第３条第２項関係） 

 

区     分 構   成   員 

電力会社（１）  中部電力株式会社 

  自動車メーカー（２） 
  トヨタ自動車株式会社 
 三菱自動車工業株式会社 

 事業者（４） 

メーカー関係（２） 
 株式会社デンソー 
 株式会社豊田自動織機 

 商社関係（１）  豊田通商株式会社 

 小売関係（１）  ユニー株式会社 

  愛知県（１） 愛知県 

（備考）班長は、愛知県地球温暖化対策課長が担当する。 
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